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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和4年1月4日(2022.1.4)

【公開番号】特開2021-93503(P2021-93503A)
【公開日】令和3年6月17日(2021.6.17)
【年通号数】公開・登録公報2021-027
【出願番号】特願2019-224847(P2019-224847)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
   Ｈ０２Ｍ   7/48     (2007.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   25/04     　　　Ｃ
   Ｈ０２Ｍ    7/48     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和3年11月18日(2021.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　一面と、前記一面とは板厚方向において反対の裏面とに、主電極（３１ｃ、３１ｅ、３
２ｃ、３２ｅ）をそれぞれ有する少なくともひとつの半導体素子（３１、３２）と、
　前記板厚方向において前記半導体素子を挟むように前記一面側および前記裏面側のそれ
ぞれに配置され、対応する前記主電極と電気的に接続された少なくとも一組の放熱部（４
１、４２、５１、５２）と、前記放熱部に連なる複数の端子部（Ｃ１、Ｃ２、Ｅ１、Ｅ２
）と、を含む複数の導体部と、前記板厚方向において２つの前記導体部の間に接合材（９
１ｄ、９２ｄ）が配置されて形成された少なくともひとつの接合部（１２１、１２２）と
、を有する配線部材と、を備え、
　前記接合部の少なくともひとつにおいて、前記導体部のひとつである第１導体部（５１
、５２）は、前記導体部の他のひとつである第２導体部（Ｅ１、Ｅ２）と対向する側の面
に、高濡れ領域（１５１ｂ、１５２ｂ）と、前記板厚方向の平面視において前記高濡れ領
域の外周を規定するように前記高濡れ領域に隣接して設けられ、前記高濡れ領域よりも前
記接合材に対する濡れ性が低い低濡れ領域（１５１ａ、１５２ａ）と、を有し、
　前記高濡れ領域は、前記平面視において、前記第２導体部における前記接合部の形成領
域と重なる領域であり、少なくとも一部に前記接合材が配置された重なり領域（１５１ｃ
、１５２ｃ）と、前記重なり領域に面一で連なり、前記第２導体部の接合部形成領域と重
なっていない領域である非重なり領域（１５１ｄ、１５２ｄ）と、を有し、
　前記非重なり領域は、前記重なり領域に面一で連なり、前記接合部に対して余剰の前記
接合材を収容する収容領域（１５１ｅ、１５２ｅ）を少なくとも含む半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　高濡れ領域は、平面視において、第２導体部における接合部の形成領域と重なる領域で
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あり、少なくとも一部に接合材が配置された重なり領域（１５１ｃ、１５２ｃ）と、重な
り領域に面一で連なり、第２導体部の接合部形成領域と重なっていない領域である非重な
り領域（１５１ｄ、１５２ｄ）と、を有する。そして、非重なり領域は、重なり領域に面
一で連なり、接合部に対して余剰の接合材を収容する収容領域（１５１ｅ、１５２ｅ）を
少なくとも含む。
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